
 

 

議案第３８号 三田市まちづくり協働センター条例の一部を改正する条例 

の制定について 
 

【趣  旨】 

まちづくり協働センター内に設置するいきがい応援プラザを市役所本庁舎へ

移転するにあたり、三田市まちづくり協働センター条例の一部を改正しようと

するものです。 

 

【内  容】 

いきがい応援プラザの移転に伴い、条文の整理を行うものです。 

１ いきがい応援プラザの施設及び業務を条文規定から削除 

２ いきがい応援プラザの休所日を条文規定から削除 

  

【施行期日】 令和６年５月１日 

  

 

 


